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第５章 品質管理 

 

5-1 品質管理の目的 

 品質管理は、施工管理の一環として工程管理、出来形管理とも併せ管理を行い、統計的手法を

応用して問題点や改善の方法を見出し、所期の目的である工事の品質及び安定した工程及び適切

な出来形を確保することである。 

 

5-2 品質管理の手法 

 品質管理に当たっては、品質評価の対象となる目標、つまり品質特性（その品質についての 

知識・情報を的確に与えるファクター）について試験を行い、ヒストグラムによって規格値との

チェックを行い、管理図において工程の安定状態を知り、異常があれば処置を取ることにより 

品質を確保することが重要である。 

 品質管理の手法を、管理する目的別に整理すると、図５－１のとおりである。 

 

 

 

図 5-1 品質管理の手法 
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5-3 品質管理の実施 

  

5-3-1 品質管理実施のための必要条件 

  品質管理の実施に当たっては、まず次の事項について定める必要がある。 

 

(1)  品質特性 

  管理しようとする品質特性及びその特性値を定める。 

   選定条件 

    (a) 工程の状態を総合的に表すもの 

    (b) 設計品質に重要な影響を及ぼすもの 

    (c) 代用特性（求めたい真の特性と密接に関係があり、真の特性の代わりに用いる特性）、

又は工程要因を管理特性とする場合は、真の特性との関係が明確なもの 

    (d) 測定しやすい特性であること 

    (e) 工程に対して処置のとりやすい特性であること 

 

(2) 品質標準 

品質標準は、実際に実現できる品質標準であるべきで、品質の平均とバラツキの幅で示す 

性質のものである。 

  また、設計、仕様書に定められた規格に合っていることが必要である。 

  品質基準の決定 

    (a) 実現しようとする品質の目標値 

    (b) 品質の“バラツキ”程度を考慮して余裕をもった品質の目標値 

     (c) 既存データ等から当初概略の標準を設定し、施工過程に応じて標準を改訂する 

 

(3) 作業標準（作業方法） 

品質標準を守るために、作業標準として作業方法、作業順序、使用設備の注意事項等に 

関する基準等を定める。 

作業標準の決め方 

  (a) 過去の実績、経験等を踏まえて決定する 

  (b) 全工程を通じて管理が行えるような手順を決定する 

  (c) 工程に異常が発生した場合でも、安定した工程が確保できる手順を定める 

  (d) 標準は文書化し、共有化する 

 

(4) 試験方法、検査方法 

   試験方法及び検査方法の標準を定める。 

 以上のように、材料規格を決め、一定の決められた品質のものを使い、品質標準を満足 

するよう、定められた方法により作業、検査及び試験を行わなければならない。 

 

 

 

 

 



 

215 

 

5-3-2 品質管理の手順 

   品質管理を実施するにはどのように進めるのか、図５－２にその手順を示す。 

  ① 工程を管理するための｢品質特性｣を決める。 

(例) 圧縮強度 σck＝18 N/mm2 

② ｢品質標準｣を定める。 

設計図書に定められた規格に合ったものとし、品質の平均とバラツキの幅で示す。 

③ 品質標準を守るため｢作業標準｣を決める。(施工計画書に記載) 

  ④ 作業標準に従って工事を実施しデータをとる。 

⑤ 各データがゆとりをもって品質標準を満足しているかどうか、｢ヒストグラム｣等を用いて 

判定を行う。 

⑥ 各データが品質標準を満足していれば｢管理図｣により工程の安定状態の判定を行う。 

⑦ 品質標準を満足しないか、工程に異常が生じた場合は、原因を追求し、再発しないよう 

処置をとる。 

⑧ 工程が安定状態ならば、次にその管理限界を延長し、作業を続行する。 
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5-4 品質管理基準の運用 

 

5-4-1 コンクリート関係 

(1) レディーミクストコンクリート(JIS A 5308:2009)の品質検査方法 

  購入者は、納入されたコンクリートの品質が指定した条件を満足しているかどうかについて

荷卸し地点で受入れ検査を行わなければならない。 

  この検査は、強度、スランプ、空気量及び塩化物含有量について行い、各試験結果によって

合否を判定する。 

① 強 度 

  コンクリートの圧縮強度試験又は曲げ強度試験を行った場合は、次の規定を満足しなければ

ならない。 

 ア １回の試験結果は、購入者が指定した呼び強度の値の 85%以上でなければならない。 

   なお、1回の試験結果とは採取した試料で作成した 3個の供試体の平均値とする。 

 イ ３回の試験結果の平均値は、購入者が指定した呼び強度の値以上でなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② スランプ 

  スランプは、購入者が指定した値に対して表５－２の範囲でなければならない。 

表 5－2 スランプの許容差 

 

 

 

 

 

 

＊呼び強度 27 以上で高性能ＡＥ減水剤を使用する場合は±2とする。 

スランプ(cm) スランプの許容差(cm) 

２．５ ±１ 

５及び６．５ ±１．５ 

８以上１８以下 ±２．５ 

２１ ±１．５* 
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③ 空気量 

  空気量は、購入者が指定した値に対して図５－３の範囲でなければならない。 

 

表 5－3 空気量及びその許容差 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④塩化物含有量 

  コンクリート中の塩化物含有量は、塩化物イオンとして 0.30kg/m3 以下でなけらばならない。 

ただし、購入者の承認を受けた場合には 0.60/m3 以下とすることができる。 

特注品で上記と異なる値を定めた場合は、その値以下とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンクリートの種類 空気量 

(%) 

空気量の許容差 

(%) 

普通コンクリート 4.5 

±1.5 
軽量コンクリート 5.0 

舗装コンクリート 4.5 

高強度コンクリート 4.5 
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⑤ 検査における留意事項 

  生コンの強度は、荷卸し地点で採取した供試体を所定の材令まで標準養生(20±2℃水中養生)して

得た試験値により合否を判定することとしているが、上記と異なる条件で作成した供試体の試験値

により誤って判定するケースがあるので注意する必要がある。 

 例えば、a.荷卸し地点以外（ポンプ筒先など）で採取した供試体の試験値による場合、  

ｂ.現場水中養生あるいは現場気中養生で作成した供試体の試験値による場合 

等である。 

 なお、養生の適否、型枠の取り外し時期及びプレスとレスト導入の時期、あるいは、早期に載荷

するときに安全であるかどうかを確かめるためコンクリート強度を推定する場合は、現場コンクリ

ートとできるだけ同じ状態で養生した供試体の強度試験によるほか、コンクリート温度の記録から

推定した強度によって行うものとする。 

 構造物のコンクリート温度を測定しておくと、積算温度から強度を推定することができる。これ

は、コンクリートの強度をコンクリート温度と時間との関数で表わそうとするもので、積算温度は

一般的に次式で示される。 

    Ｍ＝Σ（θ＋Ａ）Δt 

ここに、Ｍ ：積算温度（℃・日または、℃・時） 

    θ ：Δt時間中のコンクリート温度（℃） 

     Ａ ：定数で一般的に 10℃が用いられる 

     Δt：時間（日または時） 

  積算温度Ｍとコンクリートの強度との関係は、使用する材料、配合、乾燥湿潤の程度等によって

一様でないので、あらかじめ試験により確かめておくのがよい。
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5-4-2 土質関係 

（1）土質試験の概説 

  ①土質試験の選択 

 土質試験はその目的により、まず土を判別分類したうえで、材料としての良否を判断する 

場合と、基礎地盤としての適否を知る場合とに分けられる。 

ア 土を材料として使用する場合の土質試験 

 

         土粒子の密度試験              密度試験 

物理的特性   自然含水比試験        力学的特性  室内透水試験 

の試験     粒度試験           の試験    締固め試験 

      コンシステンシー試験            室内ＣＢＲ試験 

         （LL、PL、PI など）             三軸圧縮試験 

 

 

イ 基礎地盤としての土質試験 

 

         土粒子の密度試験               密度試験 

物理的特性   自然含水比試験         力学的特性   現場透水試験 

の試験     粒度試験            の試験      圧密試験 

      コンシステンシー試験             一軸圧縮試験 

                                三軸圧縮試験 

                                平板載荷試験 

                                現場ＣＢＲ試験 

  

② 土質試験の種類 

土質試験は大別して、土の判別分類のための試験と土の力学的性質を求める試験に分けられる。 

  また、その結果の利用目的によっては、次のように分類される。 

  

ア 土の判別分類をするための試験 

    日本統一土質分類による分類を行うことを原則とするが、目的によって分類方法を選択 

するものとする。 

 

イ 土の化学的性質を求めるための試験 

  土壌改良、地盤改良、特殊土の判別等を目的とする。 

  

ウ 土の力学的性質を求めるための試験 

  設計、施工に必要な土の基本的諸元を求めることを目的としている。 

  

エ 施工管理のための試験 

  

※なお、それぞれの試験については、JIS（日本規格協会）、JGS（地盤工学会規格）を参照のこと。 
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5-4-3 石材関係 

(1) 原石及び割栗石の定義 

   割栗石の原石は、花崗岩類、安山岩類、砂岩類、凝灰岩類、石灰岩類、けい岩類又はこれら

に準ずる岩石とする。割栗石は、原石を破砕したものであって、うすっぺらなもの、細長い 

ものであってはならない。 

 うすっぺらとは、厚さ（Ｃ）が幅（Ｂ）の１／２以下のものをいい、細長いとは、長さ（Ａ）

が幅（Ｂ）の３倍以上のものをいう。 

 長さ、幅、厚さの測り方は、割栗石の投影図の面積が最大となる位置において測る。 

   

Ａ：長軸の最大長さ(cm) 

  Ｂ：Ａに直角に測った最大長さ(cm) 

  Ｃ：投影面に垂直に測った最大長さ(cm) 

 

 

Ｃ                            Ｃ 

 

 

                        Ｂ 

 

        Ａ 

         Ｂ 

 

 

(2) 試験方法 

① 見掛比重（JIS A 5006:1995） 

試験体は、３個の供試割栗石からそれぞれ１個ずつ切り取り、大きさ10×10×20cmの直方体

とする。 

試験体の加圧面は平坦仕上げとする。 

これを105～110℃の空気乾燥内で恒量となるまで乾燥する。その後取り出してデシケータに 

入れ、冷却したのち質量及び正味体積を量る。 

 

② 吸水率（JIS A 5006:1995） 

見掛比重測定時の試験体の質量を乾燥時の質量とする。石理を水面と平行にし、かつ上部 

１cmを常に水面上になるように浸水して、20±３℃で多湿の恒温室内に置く。48 時間経過後 

取り出し、手早く浸水部分の水をふきとり、直ちに質量を量り、吸水時の質量とする。 

 

③ 圧縮強さ（JIS A 5006:1995） 

吸水率測定後の試験体を使用し、吸水時の質量測定後、直ちに試験する。 

加圧には、中央に球接面をもつ伝圧装置を用いて、原則として石理に垂直に毎c㎡当たり、 

毎秒98.066Ｎ｛10kgf｝の速さで加圧する。 

立
体
図 

投
影
図 
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5-4-4 アスファルト関係 

(1)舗装現場における密度試験の品質検査方法 

① 基準密度の決定 

 アスファルト混合物の基準密度は、原則として現場配合により製造した最初の１～２日の 

混合物から１日当たり２回（午前、午後）それぞれ３個のマーシャル供試体を作製し、その 

密度の平均値を基準密度とする。 

 

② 基準密度の９５％以上の場合の検査方法 

 合否の判定に当たっては、施工中の処置等を参考にするとともに、下記ア又はイのいずれか

に該当する場合は合格とする。 

  ア 基準密度の９５％以上 

  イ 規格値を満足する。 

 

 

 

 

図 5-8 アスファルト舗装工事工程と品質管理 
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5-4-5 プレキャストコンクリート製品関係 

(1)  用語の解説 

① JIS 規格製品とは、当該製品について JIS マークの表示許可を受けている工場において製作 

された製品をいう。 

② JIS 規格同等品とは、当該製品について JIS マークの表示許可を受けていない工場において 

製作されるが、JIS 規格製品と同様に材質、規格及び寸法等が JIS 規格に適合している製品 

をいう。 

③ JIS 規格外製品とは、JIS 規格が制定されていない製品をいう。 

④ 標準ロットとは、ＰＣ管を例にすれば、同一の管種、管径で同じ材料及び工程により製作 

された製品の集まりをいう。 

 

(2)  工場検査立会いにおけるチェックポイント 

①外観検査 

 ア 社内規格を確認する。 

 イ 外観限度見本と対比する。 

②圧縮強度試験｛主に JIS A 5371:2010｝ 

 ア 抜取りコア及び供試体の寸法 

 イ 供試体の養生方法 

 ウ 試験器具の検査証を確認する（各試験共通） 

③曲げ強度試験 

 ア 荷重が均等に分布しているか確認する 

 イ スパン(L)の長さ 

④外圧試験｛主に JIS A 5371:2010,5370:2010｝ 

 ア 載荷速度（１分間につき約 9.81KN/ｍ） 

 イ 板ゴムの厚さ、硬さ 

⑤内圧試験｛主に JIS A 5372:2010｝ 

 ア 加圧速度（１分間につき 0.2Mpa） 

 イ 管体のコンクリートの状態（十分水を含み、管の表面は乾いているか） 

⑥破壊試験 

  ア 鉄筋及びＰＣ鋼線の数量、径、間隔 

  イ 鉄筋のかぶり 

 

（3）承諾願いの添付書類 

 工事材料の承諾願いにおいて添付すべき書類は、次に示す書類の中から必要最小限のもの 

を添付する。 

 ①原材料試験成績書（セメント、骨材、混和材料、鋼材、その他） 

 ②コンクリート示方配合表 

 ③製品の図面 

 ④品質管理データ（ヒストグラム、管理図） 

 ⑤製品の試験成績書（内外圧試験、緊張力、その他） 

 ⑥その他（日本工業規格表示許可証の写し、カタログ） 
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5-4-6 鋼材関係 

(1)  鉄筋の品質検査方法（JIS G 3112:2010 鉄筋コンクリート用棒鋼） 

  現場に搬入された鉄筋が所定の品質を満足しているかどうか、品質検査を行わなければなら

ない。この検査は、外観、寸法、引張試験及び曲げ試験について行い、各試験結果によって 

合否を判定する。 

 ① 外 観 

 丸鋼及び異形棒鋼には、使用上有害な欠陥があってはならない。 

  

② 寸 法 

   ア 棒鋼の寸法は、表５－８の範囲内でなければならない。（JIS G 3191:2012） 

  

表 5-8 寸法許容差 単位：mm 

径、辺又は対辺距離 許容差 偏径差 

１６未満 ±０．４ 径、辺又は対辺距離

の全許容差範囲の

70%以下 １６以上２８未満 ±０．５ 

２８以上 ±１．８％ 

   （注）  偏径差は同一断面における径、辺又は対辺距離の最大値と最小値との差で表す。  

               ただし、丸鋼の場合は、径、角鋼の場合は、辺、六角鋼の場合は、対辺距離の   

      許容差を用いる。 

 

 イ 異形棒鋼については、１本の質量を測定し、表５－９の範囲内でなけらばならない。 

   １本の質量の測定結果により、規定の寸法であるかどうか判定する。(JIS G 3112:2010) 

 

表 5-9 １本の質量許容差  

寸 法 許容差 適 用 

Ｄ１０未満 
＋規定しない 

－８％ 

供試材は同一形状・寸法

のもの１ロールごとに 

長さ 0.5m 以上のもの 

１個を採取する。ただし、

コイルの場合は、常温で

矯正してから供試する。 

Ｄ１０以上Ｄ１６未満 ±６％ 

Ｄ１６以上Ｄ２９未満 ±５％ 

Ｄ２９以上 ±４％ 

（注） 異形棒鋼１組の質量許容差は JIS G 3112 の表８による。ただし、事前に 

注文者から指定があった場合に適用する。 

 

 

 

 

 

 










